
2026年３月下旬から

指定難病の医療受給者証の記載事項が変わります

2026年３月下旬以降、愛知県が発行する医療受給者証の記載事項
について、以下の2点が変更となります。
① 加入医療保険情報（「保険者」、「記号及び番号」、「適用区
分」）に係る項目の記載を廃止します。
オンライン資格確認により指定医療機関にて加入医療保険の情報

を確認できるようになったため、項目を廃止することとなりました。
② 「個別の指定医療機関の名称」ではなく「各都道府県・指定都市
等が指定する指定医療機関」と記載します。
「各都道府県・指定都市等が指定する指定医療機関」であれば、新
たに利用する指定医療機関（※）として事前の申請をしなくても、助
成対象として受診できるようになります。

（※）医療機関が「難病法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府
県・指定都市のHPにおいてご確認ください。

○区××2-1所在地A病院病院・診療所

○区△△1-1所在地B薬局薬局

○区□□3-1所在地C薬局薬局

医 療
受給者証

駅前に新しくできた薬
局を利用したいけど、
手続きが必要…

難病法に基づく医療費助成制度の対象者と家族の皆さま

2026年３月中旬まで 2026年３月下旬から
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「各都道府県・指定都
市等が指定する指定医

療機関」

「各都道府県・指定都市
等が指定する指定医療機
関」だから、手続きしな
いで利用できる︕

《現在お持ちの医療受給者証について》
現在お持ちの医療受給者証には、加入医療保険情報及び「個別の指定医療機
関の名称」が記載されていますが、2026年３月下旬以降は、特段の手続き
を行うことなく、従来の医療受給者証と同様に利用可能ですので、次回更新
時までそのままご使用ください。

医療受給者証
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① ①
医療受給者証

「保険者」、「記号及
び番号」、「適用区
分」の記載が廃止さ

れます。

② ②

「保険者」、「記号
及び番号」、「適用
区分」の記載あり。


